
徹 底 反 復 研 究 会
○読み書き計算の徹底反復を中心とした子どもを伸ばす実践を育てる

○「早寝早起き朝御飯」など、子どもが学ぶ土台となる生活習慣の確立・改善に取り組む実践を育てる

○子どもを伸ばす実践を共有し、研鑽する

子どもを伸ばす実践を!

徹底反復研究会では、この３つの目的を柱に教育活動に取り組んでいます！

徹底反復研究会代表

隂山

 

英男
(立命館大学教授・立命館小学校副校長、

大阪府教育委員)

近年の研究から、音読や百ます計算などの徹底反復は、基

 

礎的基本的な学力を鍛えるのみならず、脳を活性化させるこ

 

とが分かってきました。子どもをしっかりと伸ばしていくために

 

は、まずは十分に脳を活性化させ、その状態で教科の学習に

 

入っていくことが重要です。

 

そして「子どもが元気であること」は、その大前提となります。

 

早寝早起き朝御飯といった生活習慣をしっかり確立させる必

 

要があります。

 

徹底反復研究会では、「読み書き計算の徹底反復」と「早寝

 

早起き朝御飯といった生活習慣の確立」という子どもを伸ば

 

す実践を育て、共有し、研鑽していくことを目的に活動してい

 

きます。

 

子どもが元気で、しっかりと学ぶことができようになれば、教

 

師や大人の負担が減ることは言うまでもありません。教師や

 

大人も元気になれます。

 

徹底反復研究会の趣旨にご賛同いただける方々、ぜひ一

 

緒に活動していきましょう！

徹底反復研究会の主な活動

徹底反復学力向上セミナー

研究会代表の隂山英男氏や顧問の小河勝氏による、

 

学力向上の総論的取り組みの話と、研究会会員によ

 

る実践ワークショップを組み合わせたセミナーを年に

 

２回程度開催しています。

支部勉強会

徹底反復研究会には、各地方に支部があります。各

 

支部では定期的に勉強会、ワークショップを開催して

 

います。日頃抱えている不安や悩みを乗り越えるた

 

め、そしてより子どもを伸ばす実践を共有、研鑽して

 

います。

※その他、講座DVDの発行(年1回)、実践書籍の発行（年１回を予

 

定）、SNSサイト『QOOQ』内におけるネット分科会(閉じられたサイト

 

ですので、会員以外は入場できません)等、会員の環境に合わせた

 

活動を行う予定です。

組織の概要

事務局本部

〒603-8115

京都市北区紫竹下本町８

 

西陣一番館102(隂山ラボ内)

TEL:075-492-0303  FAX:075-634-4144

E-Mail:mail@hanpuku.jp

地方支部

青森支部、関東支部、東海支部、北陸支部、関西支部、

 

中国支部、九州支部(2009年8月現在)

運営体制

代表

隂山 英男

顧問

小河 勝

執行役員

桑名 良幸、桑原 健介、

駒井 康弘、山根 僚介、

山本 正実、渡邊 靖之

(五十音順)

詳しい内容 最新情報
徹底反復研究会のホームページへ
http://hanpuku.jp/

(入会申込の方法等は裏面に記載しております)

事務局長

山崎 敬史

研究部長

三橋 勉

冬季勉強合宿

冬季には有志で集まり、勉強合宿を開催しています。

 

自己の実践の発表とともに、普段は異なる地域で

 

実践している会員間の交流を行います。
（冬季休業期間に実施予定）



会 員 募 集 の お 知 ら せ
徹底反復研究会では、一緒に実践を進めていく会員を随時募集しています。ぜひ会員になって下さい!

(1)個人会員

対象:   当研究会の趣旨に賛同し、一緒に活動してくださる個人。

年会費:¥3,000

特典:   当研究会が発行するDVD・書籍の進呈、SNS(QOOQ)内の当研究会コミュニ

 

ティへの参加、メーリングリストによる情報共有。

(3)法人会員

対象:   当研究会の趣旨に賛同し、公序良俗に反しない活動を行う法人で、且つ、本研究会の活動に協力いただける法人。

年会費:¥10,000

徹底反復研究会規約
第１章

 

総則
第１条

 

名称
この研究会は「徹底反復研究会」と称する。
第２条

 

目的
この研究会は、以下のことを目的とする。
○読み書き計算の徹底反復を中心に、子どもを伸ばす実践を育てる。
○「早寝早起き朝御飯」など、子どもが学ぶ土台となる生活習慣の確立・改善に取り組む実践を育てる。
○子どもを伸ばす実践を共有し、また実践を研鑽する。

第３条

 

活動
本研究会は以下の活動を行う。
○学力セミナーの開催（年２回程度）
○勉強合宿の開催（年１回程度）
○支部会、分科会、ワークショップの開催（随時）
○SNSを利用したネット勉強会、分科会の開催

○実践書籍の発行（年１回程度）
○DVD発行（年１回程度）

○メーリングリストによる実践の紹介、講座、支部会の案内
○出版活動
第２章

 

会員
第４条
会員には個人会員、団体（支部）会員、法人会員があり、それぞれの条件を満たしたものが以下の資格を有する。また、これ

 

らの会員になることをもって、正会員とする。
○個人会員
・本研究会の趣旨に賛同し、年会費￥3,000を納めることで、誰でも個人会員になることができる。

・個人会員となることで、以下の特典を受けることができる。
①徹底反復研究会が発行するDVD、実践書籍の無料送付・講読

②メーリングリストによる情報の共有
③SNSサイト（QOOQ）内のコミュニティへの参加

・個人会員は、最寄の支部に所属することができる。
○団体会員
・本研究会の趣旨に賛同し、以下に定める規定に全て合致する団体は、団体会員になることができる。
①法人格を持たず、10人以上で構成される公序良俗に反しない活動を行う団体

②代表者を定めており、所在地が明らかである団体
・団体会員となるには、団体代表者が申し込みを行い、会費の支払並びに団体名簿を本研究会事務局に提出しなければなら

 

ない。
・会費は「￥1,500×団体に所属している人数」とする。

・団体会員となった団体は、本研究会役員の承認を得ることで、支部となることができる。
・団体会員となることで、以下の特典を受けることができる。
①徹底反復研究会が発行するDVD、実践書籍を一部ずつ団体へ無料送付

②メーリングリストによる情報の共有
③SNSサイト（QOOQ）内のコミュニティへの参加

○法人会員
・本研究会の趣旨に賛同し、公序良俗に反しない活動を行う法人で、且つ、年会費￥10,000を納め、本研究会の活動に協力

 

いただける法人が資格を有する。
・法人会員となることで、本研究会所有のウェブサイトにクレジットを表記する権利を有する。
第３章

 

組織
第５条
本研究会は次の組織を置く。

○事務局本部
事務局の所在地は以下の通りとする。変更する場合は、総会で承認を得なければならない。
京都市北区紫竹下本町８

 

西陣一番館１０２号
○支部
会員が活動をする範囲において、各地域支部を置く。設置は役員の承認を得ることを条件とする。また、支部の所在地

 

は支部長の提案を受け、代表が決定する。
第４章

 

役員等
第６条

 

役員
本研究会は以下の役員を置く。役員は総会の承認を得て決定される。任期は１年とするが、留任は妨げない。
代表

 

･･･１名

 

本研究会の代表で、会務の統括
顧問

 

･･･１名

 

本研究会の運営の助言
事務局長

 

･･･１名

 

代表の補佐、会務の調整
研究部長

 

･･･１名

 

研究の企画、推進
常任委員

 

･･･数名

 

複数支部の世話役、研究の企画・推進の補佐

第７条

 

支部長
設置された各支部にはそれぞれ支部長を置く。支部長は正会員であることが条件とされ、役員の承認を得て決定される。
第５章

 

総会
第８条

 

総会
総会は役員及び正会員で構成し、年１回行うこととする。総会では以下のことを審議・決議する。
○活動報告・決算報告
○役員改選
○活動計画・予算計画
○その他

第９条

 

議案の決議
提起された議案は、総会参加会員の過半数の賛成を持って決議とする。
第６章

 

会計
第１０条

 

会計
本研究会の運営は、会費、事業収入、寄付金による。会計年度は８月１日から７月３１日までとする。
第１１条

 

事務局における経費の使用について
・事務局で使用する経費は、あらかじめ計画を立て予算化し、総会で承認を得なければならない。また、決算時にその報

 

告を行わなければならない。
・予算化されていないもので、かつ急を要する支出等については、役員の承認を得なければならない。
第１２条

 

各支部における経費の使用について
・各支部の運営に関する経費（予算）の申請は、必要に応じてその都度支部代表者が事務局に行うものとする。
・承認を受けた経費の使用については、その使用の内訳、領収書又は領収書に準ずるもの等、使用の証拠となるものを

 

事務局に提出しなければならない。
・各支部は運営経費として使用したもののうち、上記の手続きを経ないもの、または使用した経費の使用が研究会の目

 

的と照らし合わせて不当と判断されるものについては、その範囲内における全額を負担または返還しなければならない。

 

なお、判断は証拠書類に基づき、役員によって行われる。
第７章

 

個人情報の保護
第１３条
会員登録した個人情報については、本会の事業以外の目的には使用しない。本会の会員は、個人情報の取り扱いに責

 

任を持ち、研究会、会報およびホームページ・メーリングリストなどで知り得た個人情報について、本会の許可なく無断で

 

流用しないこととする。
第８章

 

付則
第１３条
この規約は２００８年８月１日より施行する。

第１４条
この規約は、総会の決議によらなければ改廃することができない。
※2009年8月に第３条の一部、第４条を改定。また、第１１条の内容を追加。

ご氏名

(フルネーム)

会員の種類(どちらかを囲む) 個 人 ・ 団 体 ・ 法 人

ご住所

(郵便番号から)

〒 －

連絡先(連絡のつく電話番号)

E-Mailアドレス

ご職業

会 員 申 込 用 紙

●ご記入前に、上記の規約をよくお読み下さい。／すべての項目にご記入下さい。／事務局よりご確認と年会費の振込先等連絡します。

☆すべての事項をご記入の上、075(634)4144までFAXして下さい。(ホームページから申し込むこともできます。URLは表に記載)

(切り取り線)

(2)団体会員

対象:当研究会の趣旨に賛同する、10人以上で構成され、公序良俗に反しない活動を行う法人格を持たない団体。

年会費¥1,500×団体に所属している人数

特典:   当研究会が発行するDVD・書籍の団体への進呈（1部ずつ）、SNS(QOOQ)内の当研究会コミュニ

 

ティへの参加、メーリングリストによる情報共有。
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